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 過疎地域等における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例を公布す 

る。 

  令和２年９月30日 

                    富山県知事 石  井    一  

富山県条例第53号 

   過疎地域等における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条 

   例 

 過疎地域等における県税の特別措置に関する条例（昭和39年富山県条例第75号） 

の一部を次のように改正する。 

 第３条各号列記以外の部分中「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の 

基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令」を「地域経済牽引事 

業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を 

定める省令」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和２年10月１日から施行する。 

                              （税 務 課）  
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 富山県手数料条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和２年９月30日 

                    富山県知事 石  井    一  

富山県条例第54号 

   富山県手数料条例の一部を改正する条例 

 富山県手数料条例（平成12年富山県条例第10号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１の 275の４の項を同表の 275の６の項とし、同表の 275の３の項を同表 

の 275の５の項とし、同表の 275の２の項を同表の 275の４の項とし、同表の 275 

の項の次に次のように加える。                        
 

 275の２ 家畜改良増殖法施行規則 

 （昭和25年農林省令第96号）第38 

 条第１項の規定に基づく家畜人工 

 授精所の開設の許可証の書換交付 

家畜人工授精所開

設許可証書換交付

手数料 

1,700円 

 275の３ 家畜改良増殖法施行規則 

 第39条第１項の規定に基づく家畜 

 人工授精所の開設の許可証の再交 

 付 

家畜人工授精所開

設許可証再交付手

数料 

1,700円 

   附 則 

 この条例は、令和２年10月１日から施行する。 

                              （財 政 課）  
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